
　ALT（外国語指導助手）として東峰村で約 1年半、子どもたちの英語教育に従事していただいたベンジャ

ミンさんが８月末で退職されました。10月よりアメリカからジェイラス・ロバートソンさんが赴任されま

したので紹介します。

6
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魚を焼くときは「強火の遠火」が基本。また、焼網に酢を塗っておくと、皮がくっつきません。

お問い合わせは　　　　　　　　　　　　　東峰村役場宝珠山庁舎　 総合窓口　（電話：72‐2311）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小石原庁舎　住民福祉課（電話：74‐2311）まで

◆平成 25年度保育所入所の申請について

     平成 25 年度保育所入所申請の受付を下記のとおり行います。

お子様の入所を希望される方は、下記により申請の手続を行ってください。

●入所申請受付期間

   平成 24年 12月３ 日（月）～ 12月 21日（金）

●入所保育所

   小石原保育園・美星保育所

※入所についてのお問い合わせ並びに、入所申請書につきましては、下記まで。

住民福祉課

お問い合わせは　　　　　　　　　　　
                                                        　　　  　東峰村役場  小石原庁舎  企画振興課　（電話：74‐2311）まで 

◆「日本で最も美しい村」連合に加盟しました！！

　ＮＰＯ法人「日本で最も美しい村」連合は、近年、日本では市町村合併
が進み、小さくても素晴らしい地域資源を持つ村の存続や、美しい景観の

保護などが難しくなってきています、失ったら二度と取り戻せない、そんな

日本の農山村景観や環境・文化を守る活動をしています。小さくても光輝く

オンリーワンを持つ農山村が、自らの村に誇りを持って自立し、将来にわたっ

て美しい地域であり続けるのをお手伝いする団体です。

　東峰村は以前から「河川をきれいにする条例」や「ごみ拡散防止条例」

などの条例を制定し、村の環境美化に努めてきました。合併後生き残りを

かけ、小さくてもキラリと光る村づくりを行ってきました。今後も

「美しい村」を継承するため、またこの加盟によって地域おこしの

一助となることを期待して、平成 24年２月に加盟に向けての申請

をしました。そして、７月下旬、「連合」から調査委員が来村し、

九州北部豪雨直後でありましたが詳しく調査が行われ、そしてめ

でたく10月４日の宮崎県の高原町で開催された臨時総会におい

て東峰村が全国で第 49番目の「日本で最も美しい村」連合の一

員となりました。

　加盟町村等は北海道の美瑛町（びえいちょう）から沖縄の多良間村（たらまそん）まで４９町村及び地区で、

近隣では八女市星野村、熊本県南小国町、大分県湯布院塚原地区、宮崎県綾町、高原町が加盟しています。

いずこも全国的に有名な町村ばかりです。

　「日本で最も美しい村」連合について詳しく知りたい方は役場企画振興課までお問い合わせ下さい。

企画振興課
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ステーキやハンバーグを焼くときは、フライパンを十分に熱して、最初に強火で両面を焼きかため、うまみを逃がさないように。

お問い合わせは　　 　　　　　　　　　　   　
東峰村役場　宝珠山庁舎　総務課　税務係（電話：72‐2311）まで

◆平成 24年度久留米朝倉地区・県市町村合同公売会

　県及び久留米朝倉地区の市町村において、税の滞納処分のため差し押さえた財産を公売します。

■日時：平成 24年 11月 24日（土）９時開場　10時入札開始　（10時から開始し、１日に複数回実施）

■場所：小郡市生涯学習センター　（小郡市大板井 1180‐1）七夕ホール

■内容：県税事務所や久留米･朝倉地区の市町村が合同で公売会を実施します。

　　　（出品物）　　　美術品・家電品・日用品など

　　　（公売方法）　　入札

　　　（必要なもの）　購入代金・身分証明書（運転免許証など）・印鑑・委任状（代理人の場合）

　※出品物の詳しい内容は、大刀洗町のホームページに県及び市町村分の取りまとめたものを掲載して

　　おります。

■問い合わせ先：

　　　小郡市　　収納課　収納係　　　　0942‐72‐2111
　　　うきは市　税務課　徴収対策係　　0943‐75‐4977
　　　大刀洗町　税務課　徴収係　　　　0942‐77‐0172　　　

総務課

お問い合わせは　　　　　　　　　　　
                                                          　　　　　　　東峰村役場  宝珠山庁舎  総務課　（電話：72‐2311）まで 

◆～安全・安心あさくら～　暴力追放住民総決起大会

■日　時　：　11月２３（金） 　　　１０：００～１２：００
■場　所　：　ピーポート甘木（大ホール）　　　朝倉市甘木198‐1
　　　　　　　①決起大会式典 　主催者挨拶等
　　　　　　　②アトラクション　朝倉劇団寸劇、警察音楽隊演奏
　　　　　　　③暴追パレード
■主　催　：　安全・安心あさくら総合対策協議会（朝倉市･筑前町・東峰村・朝倉警察署）
■後　援　：　福岡県暴力追放運動推進センター・警友会朝倉支部
■事務局　：　朝倉警察署　電話：22‐0110

総 務 課

お問い合わせは　　　　　　　　　　　
                                                          　　　　東峰村役場  小石原庁舎  住民福祉課　（電話：74‐2311）まで 

◆平成24年度「女性に対する暴力をなくす運動」

　　 　　　　～平成11月12日（月）から11月25日（日）までの２週間～
 　　　　※11月25日（日）は「女性に対する暴力撤廃国際日」になっています。

　　　　パートナー等からの暴力に悩んでいたら、

 　　　　■相談窓口　

　　　　　　・配偶者暴力相談支援センター　　　電話：0942‐34‐8111

　　　　　　・福岡県女性相談所　　　　  　　　電話：092‐711‐9874

住民福祉課



前月比

人口 2,457    ‐4 人口 89,229 -9
男 1,134               ‐2 男 42,095              21
女 1,323   ‐2 女 47,134            -30

世帯数  919      0 世帯数 31,705 26

お問い合わせは　　　　　　　　　　　
                                                        　　　  　東峰村役場  小石原庁舎  企画振興課　（電話：74‐2311）まで 

◆商品開発、起業・就職をめざす参加者　募集中　！！

　東峰村など筑後・朝倉地域の15市町村、経済団体等で構成する筑後地域雇用創

造協議会では、12月から新たな「九州ちくご元気計画」を開始し、参加者を募集し

ています。　　

「九州ちくご元気計画」は、行政と民間が連携し、事業参加者の人材育成、商売繁

盛を通じて、地域の雇用創出と活性化を目指す事業です。平成 21年８月から３年以

上にわたり、デザインとＩＴを活用しながら商品開発や起業をめざす方々を支援し、

雇用の創出を行ってきました。この地域活性化の取り組みが評価され、2011年のグッ

ドデザイン賞特別賞（日本商工会議所会頭賞）を受賞しました。今回はこれまでの取

り組みに加えて、筑後・朝倉地域を実際に訪ねていただく仕組みづくり（交流人口を

増やすプロジェクト）を通して、更なる雇用創出を目指します。

　詳しくは「九州ちくご元気計画」のサイトをご覧いただくか、下記までお問い合わ

せください。

■お問い合わせ　：　筑後地域雇用創造協議会（電話　0942‐32‐1133）

　　　　　　　　　　サイト　http://kyushu－ chikugo.net

企画振興課

お問い合わせは　　 　　　　　　　　　　　　　東峰村ふるさと便運営委員会事務局　東峰村商工会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話：0946‐74‐2121　FAX：0946‐74‐2284　　

◆ふるさと宝珠山の会　ご入会のおさそい
　東峰村ふるさと便運営委員会では、平成 24年度「ふるさと宝珠山の会」の会員募集を行っ
ています。
【会　　費】　12,000 円（年３回発送分）
【有効期限】　４月１日～３月 31日（会員特典）
【発送回数】　年３回（第１回６月下旬、第２回９月下旬）　 　

　　　　　　　第３回目 12月下旬
※今年度、最後の第３回目発送となっています。
　是非、お歳暮など、お試しにいかがでしょうか。

　今回の会費は 4,000 円となります。

東峰村出身の方や、ご親戚の方にご入会のお誘いをお願い致します。

やわらかいステーキを作るには、サラダ油を振りかけたり、ワインに漬け込んだりしてマリネにしてから焼く。
9
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　地方自治法第２４３条の３第１項、地方公営企業法第４０条の２第１項及び東峰村「財政事情」の作
成及び公表に関する条例第２条第１項の規定に基づき、本村の財政事情を次のように公表します。
　24年１１月１日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東峰村長　髙 倉 秀 信

◆平成 23年度　一般会計及び特別会計決算の状況◆
１．一般会計　
　（1）歳入

　　歳入決算額の状況並びに自主財源・依存財源別構成、最近３ケ年間の地方交付税交付状況は第１表、第２表、

　第３表のとおりです。

　　歳入総額は、2,671,627千円となり、対前年比36.2％の減となりました。

　歳入の主な状況では、村税1.5％の増において、固定資産税（家屋）2,169 千円の増が主な要因、地方譲与税・

　利子割交付金・地方消費税交付金・自動車取得税交付金においても前年度対比 3,388千円の減と、景気低迷

　によるものと思われる。地方交付税の減は、普通交付税151,032千円の減が要因、分担金及び負担金の減は、

　農業施設整備分担金の減が要因、国庫支出金の増は、地域活性化・公共投資臨時交付金事業による総務費国

　庫補助金338,618千円の減、東峰学園建設事業による教育費国庫補助金216,407千円の減が要因、県支出

　金においては合併特例交付金125,000 千円の減が主な要因、財産収入の減は、基金利息等の4,604千円の減

　が要因、諸収入では、宝くじ交付金 99,822千円の増などにより22,916千円の増となり、歳出に対する歳入は

　確保されたことにより、本年度も財政調整基金からの繰入を行わずに済むことができました。

 第１表 　　　　　歳入決算額の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円・％）
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自主財源と依存財源

　本年度の自主財源は第３表のとおり。2,671,627千円の歳入総額に対する自主財源は、584,231千円で割合

は21.9％、依存財源は、2,087,396千円で割合は78.1％です。

第３表　自主財源及び依存財源別の状況

　　歳入総額　　　　　　　　　2,671,627千円　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円・％）

　村税収入未済額は、村民税 2,120 千円、固定資産税11,897千円、軽自動車税 307千円、分担金358千円、

使用料（住宅・保育施設使用料）4,284千円が未納となっている。

また不能欠損は、村民税が１件で30,217円、固定資産税税が２件で181,100 円、軽自動車税が２件で11,200

円の減収となりました。

※対前年比減の要因は普通交付税の151,032千円減によるものです。
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（２）歳出

　歳出決算額の状況並びに目的別、性質別状況は第４表、第５表のとおりです。

　（ア）目的別歳出決算額の状況

　　歳出総額においては､対前年比1,451,678千円 (37.9％ )の減となっている。

　　歳出の項目別に前年度との主な増減状況を見ると、議会費11,789 千円増（33.2％）は、議員年金廃止に

　　伴う町村議会議員共済会負担金の増、総務費 607,159 千円減（41.1％）は、地域情報通信基盤整備事業

　　費の減、民生費4,294千円増（1.3％）は、児童・こども手当の増（1,795千円）などによるもの、保健衛

　　生費4,761千　円減（2.9％）は、環境衛生費1,624千円減、小石原診療所費 6,945千円減、労働費は

　　23年度に新たにでききた科目であり、農林水産費11,474千円増（8.0％）は、農業振興対策費22,585千

　　円増、商工費 298千円の微減（0.7％）、土木費 29,556千円減（53.1％）は、村道改良事業費 35,991千

　　円の減、消防費49,954千円減（36.9％）は、消防施設費43,093千円の減、教育費 649,154千円減（82.8％）

　　は、東峰学園建設事業費の減、災害復旧費 38,251千円減（89.1％）は、河川災害復旧事業費の減、公

　　債費122,913千円減（20.7％）は、過疎対策事業債償還額の減、諸支出金1,672千円減（10.0％）は、　

　　簡易水道事業特別会計への繰出金の減です。

　（イ）性質別歳出決算額の状況

　　※　義務的経費は、1,144,379 千円構成比 48.1％で、前年度に対し103,017千円の減となり、内訳として

　　　人件費において18,714千円（3.5％）の増、扶助費は1,182千円（1.0％）の増、公債費は、122,913千

　　　円（20.7％）の減となっています。

　　※　投資的経費は、276,059 千円構成比11.6％で、内訳として普通建設事業費は1,255,818千円減　　

　　　（82.2％）、災害復旧事業費は38,251千円減（89.1％）となり、前年度に対して1,294,069 千円（82.4％）

　　　の減です。

　　※　その他の経費は、959,698千円構成比 40.3％で、前年度に対して54,592 千円（5.4％）の減となり、

　　　主なものとして物件費42,501千円の減額です。
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　第５表　　性質別歳出決算額の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円・％）

　第４表　　目的別歳出決算額の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円・％）

平成 23年度目的別歳出内訳
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２.特別会計　
（１）簡易水道事業（第７表及び第８表）

　（ア）歳　入

　　　歳入歳出決算状況は次のとおりである。（第７表及び第８表）

　　　収入未済額は、2,572千円あり、調定に対する収納率は90.1％で、前年と比較し△0.2％であるため、滞

　　納者の固定化及び過年度分の未徴収が窺われる。滞納者への徴収に特段の努力を望むものです。

　第７表　歳入決算額の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円・％）　

　第８表　歳出決算額の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円・％）　

（３）収支の状況

 　（ア）実質収支

　　　最近３ヶ年間の状況は第６表のとおりである。

　　　平成 23 年度の実質収支は、歳入と歳出の収支から繰り越すべき財源を差し引き決算額で249,582　

　　千円の黒字となっており、　標準財政規模からすれば通常の約３倍に近い実質収支額となっている。

　（イ）単年度収支及び実質単年度収支

　　　単年度収支は、△99,996千円、実質単年度収支は、△12,811千円の赤字となっています。

　第６表　　　一般会計収支の推移　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
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　第９表　歳入決算額の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円・％）　

平成 23年度　歳入 平成 23年度　歳出

（２）国民健康保険事業（第９表及び第１０表）

　（ア）歳　入

　　歳入の総額は、381,764千円となり対前年度比 7.7％の増額となっています。

　　歳入の主なものは、保険税の54,033千円と国庫支出金の129,626千円及び前期高齢者交付金46,791千

　円と共同事業交付金の56,877千円です。

　　前年度と比較し増加している主な科目は、国民健康保険税 5.3％、国庫支出金44.6％、療養給付費交付金

　35.5％、共同事業交付金30.9％、繰入金28.9％で、前期高齢者交付金は46.8％減少しています。

　（イ）歳　出

　　歳出の総額は、376,765千円となり対前年度比 7.9％の増額（27,577千円）となっています。

　　歳出の主なものは、保険給付費の245,856千円と後期高齢者支援金37,512千円介護納付金19,752千円、

　共同事業拠出金50,886千円です。

　　保険給付費については、一般被保険者療養給付費の対象者が768人で前年度と比較し14人の減となったが、

　給付額は25,336千円（12.0％）増加しています。

　　退職者被保険者療養給付費は、対象者58人で前年度と比較し９人増加しているが、給付額は901千円（9.0％）

　減少しています。

　　また、後期高齢者支援金が2,393千円（6.8％）、介護納付金が1,886千円（10.6％）の増となっています。
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平成 23 年度　歳入

平成 23年度　歳出

　第10 表　歳出決算額の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円・％）　
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第12 表　　歳出決算額の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円・％）

平成 23年度　歳出平成 23年度　歳入

（３）後期高齢者医療事業（第１１表及び第１２表）

　（ア）歳　入

　　歳入の総額は、38,424千円となり、対前年度比6.2％の減となっています。

　　歳入の主なものは、医療保険料20,560 千円と、繰入金17,462千円です。

　（イ）歳　出

　　歳出の総額は、38,278千円となり、対前年度比5.6％の減（2,278千円）となっています。

　　歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金が殆どを占めています。

　　歳入歳出差引額は、146千円となります。

　第１１表　　歳入決算額の状況　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円・％）



18

　第14表　　村有財産の状況

※本表は、平成 24年 3月31日現在において、村が所有している財産の状況を表にしたもので、建物には庁舎・
　消防施設・村営住宅・学校等があります。
　第15表　村債の現況　　　（単位：千円）

※本表は、村が公共施設整備のため政府機関等
　から借り入れた平成 23 年３月31日現在の村
　債の残高です。（公営企業会計で借り入れたも
　のについては含まれていません。）

　第13表　　　村税等の収納状況（平成 23年度）



募　集

19

○陸上自衛隊
　高等工科学校生徒募集

平成 25年４月入学
■身分：特別職国家公務員
■高等教育：生徒課程終了時に高等学校卒業資格
　　　　　　を取得
■生徒手当：月額 94,900 円（期末手当、年２回）
■休日等：週休２日制、祝日、年末年始休暇等
■受付期間：11月１日（木）～平成25年１月７日（月）
■募集人員：約 260 名（平成 23年度参考）
■第１次試験：平成 25年１月９日（土）
■合格発表：平成 25年１月 28日（月）
■試験場：陸上自衛隊幹部候補生学校（前川原駐屯地）
■応募資格：平成男子 25年４月１日現在、
　　　　　　15才以上 17 才未満の男子　　　　　
■説明会会場及び日時

■問合せ先：自衛隊久留米地域事務所
　　　　　　電話：0942‐23‐7055
　　　　　　久留米市山川追分 1‐8‐19

○県立久留米高等技術専門校
　訓練生募集
■訓練科名：①OA簿記会計科２期　
　　　　　　　（３ヶ月課程：定員 25名）
　　　　  　 ②パソコン初級科４期　　　　　　　
　　　　　　　（３ヶ月課程：定員 25名）
　　　　　　③ホームヘルパー２級養成科４期
　　　　　　　（３ヶ月課程：定員 20名）
■応募資格：離転職者等で転職・再就職を希望する人
■募集期間：11月１日（木）～ 11月 30日（金）
■試験日：① 12月  ６日（木）
　　　　　② 12月  ７日（金）
　　　　　③ 12月 10日（月）
■訓練期間：①②③ともに
　　　　　平成25年１月８日（火）～３月29日（金）
■試験会場：福岡県立久留米高等技術専門校
■選考方法：筆記試験、面接

■経費：受験料及び授業料は無料（ただし、入校時
　　　　に教科書代等の経費が必要です。）
■応募書類：入校願書〔用紙は本人住所管轄の公共
　　　　　職業安定所（ハローワーク）にあります〕
■問合せ先：福岡県立久留米高等技術専門校
　　　　　　電話：0942‐32‐8795

○障害者の職業訓練生募集
　北九州市若松区の福岡障害者職業能力開発校（国
立県営）では、平成 25 年度の訓練生を募集してい
ます。
■募集人員：150 名（男女不問）

科名 定員

コンピューター製図科 20 名

プログラム設計科 20 名

商 業 デ ザ イ ン 科 20 名

Ｏ Ａ ビ ジ ネ ス 科 20 名

福 祉 住 環 境 科 20 名
流 通 ビ ジ ネ ス 科 30 名
総 合 実 務 科 20 名

■訓練期間：１年間。
　　　　　　但しプログラム設計科のみ２年間。
■応募資格：身体障害者手帳所持者、又は取得可能
な方。身体障害者以外の障害をお持ちの方はご相談
ください。
■応募締切：平成 25年１月８日（火）
　応募方法など詳しいことは、福岡障害者職業能力
開発校（電話：093‐741‐5431）又は、お近くの
ハローワーク（公共職業安定所）にお問合せください。

○NHK学園　生徒募集中！
　NHK学園では、通信制の高等学校普通科、および
生涯学習通信講座の生徒・受講生を募集しています。
まずは、無料の案内書をご請求ください。
■募集内容：平成 25年度高等学校普通科（３年制）
　　　　　生徒、および生涯学習通信講座　受講者
■出願期間：
　高等学校普通科
　　　推薦入学：平成 24年１月 18日～１月 24日
　高等学校普通科
　　　一般入学：平成 24年１月 25日～４月 30日
■問合せ先：NHK学園　電話：042‐572‐3151（代）
　　案内書請求フリーダイヤル :0120‐06‐8881
※案内書の請求先は下記まで。
〒 186‐8001　東京都国立市富士見台 2‐36‐2
　電話：042‐572‐3151（代）
　FAX：042‐574‐1006　  http://www.n-gaku.jp

区　分 うきは市 朝倉市

時　期
12月１日（土）
10:00 ～11:00

12月１日（土）
13:00 ～14:00

場　所
生涯学習センター
「第１研修室」

甘木ピーポート
第８学習室


